
�愛媛県告示第８０５号
次のとおり落札者を決定した。

平成１４年４月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８０６号
次のとおり落札者を決定した。

平成１４年４月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８０７号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成１４年４月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

告 示

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 落札の相手方を
決定した手続き 入 札 公 告 日

庁内ＬＡＮシステム運用管理業務
一式

愛媛県企画情報部
情報政策課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成１４年３月２８日
株式会社トゥワード
松山市三番町四丁目
７番地１０

３５，７００，０００円 一般競争入札 平成１４年２月１２日

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 落札の相手方を
決定した手続き 入 札 公 告 日

愛媛県情報スーパーハイウェイネッ
トワークシステム運用管理・保守業
務 一式

愛媛県企画情報部
情報政策課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成１４年３月２８日
株式会社四国情報通
信ネットワーク
高松市春日町１７３５番
地３

１３１，０４０，０００円 一般競争入札 平成１４年２月１２日

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療所の名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

聴覚・平衡・音声・言語・そ
しゃく機能障害 耳鼻咽喉科 西 条 中 央 病 院 木 � 久 喜 西条市朔日市８０４番地 平成

１４年４月１日

じん臓・ぼうこう又は直腸機
能障害 泌 尿 器 科 愛媛大学医学部附

属病院 久 保 信 二 温泉郡重信町大字志津川 〃

毎週（火・金）曜日発行 第１３４７号 平成１４年４月１２日
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�愛媛県告示第８０８号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１９条の２第

１項の規定に基づき、次のとおり更生医療を担当させる医療

機関を指定した。

平成１４年４月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第８０９号
身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）第

１３条の６第２号の規定に基づき、次のとおり指定医療機関を

廃止した旨の届出があった。

平成１４年４月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８１０号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第１条の２第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があっ

た。

平成１４年４月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８１１号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第１条の２第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があっ

た。

平成１４年４月１２日

呼 吸 器 機 能 障 害 呼 吸 器 科 国立療養所愛媛病
院 中 村 憲 二 温泉郡重信町横河原３６６番地 〃

肢体不自由・呼吸器機能障害 内 科 医療法人
今 村 医 院 小 野 拓 也 新居浜市七宝台町甲２３７５番地１２０ 〃

心臓・じん臓・呼吸器・小腸
機能障害 〃 済生会西条病院 井 内 英 人 西条市朔日市字榎ヶ坪２６９番地１ 〃

視 覚 障 害 眼 科 〃 藤 村 貴 志 〃 〃

心臓・じん臓・呼吸器・小腸
機能障害 内 科 〃 吉 野 到 〃 〃

肢体不自由・じん臓・呼吸器
・小腸・ぼうこう又は直腸機
能障害

外 科 〃 日 置 勝 義 〃 〃

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 新居浜青洲病院 山 崎 匡二郎 新居浜市土橋二丁目２番２号 〃

聴覚・平衡・音声・言語機能
障害 耳鼻咽喉科 四 国 中 央 病 院 佐 藤 豪 川之江市川之江町２２３３番地 〃

小腸・ぼうこう又は直腸機能
障害 外 科 〃 近 石 寛 〃 〃

視 覚 障 害 眼 科 愛 媛 労 災 病 院 遠 藤 理 恵 新居浜市南小松原町１３番２７号 〃

名 称 所 在 地
担当すべき医療
の種類

指 定
年 月 日

テイクえくび薬局 伊予郡松前町恵久
美７１８－５

平成１４年
４月１日

近 見 調 剤 薬 局 今治市石井町四丁
目６番 〃

名 称 廃 止 年 月 日

メディコ２１北条調剤薬局 平成１３年９月２９日

平野きたむら薬局 平成１３年７月１６日

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療所の名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

視 覚 障 害 眼 科 十 全 総 合 病 院 成 田 亜希子 新居浜市北新町１番５号 平成
１３年７月１日

肢 体 不 自 由 脳神経外科 愛 媛 労 災 病 院 川 口 雅 裕 新居浜市南小松原町１３番２７号 平成
１３年８月６日

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器機能障害

内科・循環器
科 豊 岡 台 病 院 長谷川 祐 伊予三島市豊岡町長田６０３－１ 平成

１３年６月３０日

聴覚・平衡・音声・言語・そ
しゃく機能障害 耳鼻咽喉科 愛媛大学医学部附

属病院 小 林 泰 輔 温泉郡重信町志津川 平成
１３年７月２日
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�愛媛県告示第８１３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、松山市西長戸町土地改良区の定款の変更を認可した

。

平成１４年４月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第８１４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の

規定により、温泉郡中島町地域に係る県営土地改良事業計画

を変更したので、同条第６項において準用する同法第８７条第

５項の規定により、次のとおり土地改良事業変更計画書の写

しを縦覧に供する。

平成１４年４月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（中山間地域総合整備事業（農道）・

中島地区）変更計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１４年４月１５日から５月１５日まで

３ 縦覧場所

中島町役場

�������
�愛媛県告示第８１５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の

規定により、温泉郡中島町地域に係る県営土地改良事業計画

を変更したので、同条第６項において準用する同法第８７条第

５項の規定により、次のとおり土地改良事業変更計画書の写

しを縦覧に供する。

平成１４年４月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（中山間地域総合整備事業（農業用用

排水）・中島地区）変更計画書の写し

２ 縦覧期間

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８１２号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第５条の９の規定に基づき、次のとおり指定医療機関の所在地を変更した

旨の届出があった。

平成１４年４月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療所の名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

肢体不自由・心臓・呼吸器・
小腸・じん臓・ぼうこう又は
直腸機能障害

外 科 石 川 病 院 高 橋 修 川之江市上分町７３２番地１ 平成
１３年９月６日

〃 第 一 外 科 愛媛大学医学部附
属病院 河 田 直 海 温泉郡重信町大字志津川 平成

１３年９月２７日

肢 体 不 自 由 脳神経外科 〃 福 井 啓 二 〃 〃

〃 〃 公 立 周 桑 病 院 萩 原 浩太郎 東予市壬生川１３１番地 平成
１３年１０月１日

視 覚 障 害 眼 科 四 国 中 央 病 院 美 馬 彩 川之江市川之江町２２３３番地 〃

肢体不自由・心臓・呼吸器機
能障害 内 科 〃 篠 原 明 宏 〃 平成

１３年１０月１８日

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器機能障害 〃 愛 媛 労 災 病 院 柴 田 達 哉 新居浜市南小松原町１３番２７号 平成

１３年１２月３日

視 覚 障 害 眼 科 十 全 総 合 病 院 坂 根 江美子 新居浜市北新町１番５号 平成
１４年１月４日

心臓・呼吸器・じん臓・小腸
機能障害 内 科 喜多医師会病院 稲 月 明 大洲市徳森字小鳥越２６３２－３ 平成

１４年１月１８日

名 称
所 在 地

変 更 年 月 日
変 更 前 変 更 後

今治プリポート薬局 今治市鐘場一丁目３番１３号 今治市石井町四丁目７番２０号 平成１３年１２月２１日

さくらい薬局 今治市桜井団地１－１０－３ 今治市松木３７６番地５ 平成１３年７月３１日
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平成１４年４月１５日から５月１５日まで

３ 縦覧場所

中島町役場

�������
�愛媛県告示第８１６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の

規定により、温泉郡中島町地域に係る県営土地改良事業計画

を変更したので、同条第６項において準用する同法第８７条第

５項の規定により、次のとおり土地改良事業変更計画書の写

しを縦覧に供する。

平成１４年４月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（中山間地域総合整備事業（農地防災

）・中島地区）変更計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１４年４月１５日から５月１５日まで

３ 縦覧場所

中島町役場

�������
�愛媛県告示第８１７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、波方町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（農道）・波谷下地区）の施行に平成

１４年４月４日同意した。

平成１４年４月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第８１９号
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第２０条の規定に基づ

き事業の認定をしたので、次のとおり告示する。

平成１４年４月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 起業者の名称

土居町

２ 事業の種類

土居町総合体育館建設事業

３ 起業地

� 収用の部分

愛媛県宇摩郡土居町大字土居地内

� 使用の部分

なし

４ 土地収用法第２６条の２の規定に基づく図面の縦覧場所

土居町役場

�������
�愛媛県告示第８２０号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７７条の２２第１項の

規定により指定確認検査機関の業務区域の増加を認可したの

で、建築基準法に基づく指定確認検査機関の指定（平成１２年

６月愛媛県告示第１０１３号）の一部を次のように改正する。

平成１４年４月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

３を次のように改める。

３ 業務区域

松山市、伊予市、北条市、温泉郡重信町及び川内町並び

に伊予郡松前町、砥部町、広田村、中山町及び双海町の全

域

�������
�愛媛県告示第８２１号
次の宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないの

で、当該宅地建物取引業者は、愛媛県土木部道路都市局建築

住宅課まで申し出られたい。

なお、この告示の日から３０日を経過しても当該宅地建物取

引業者から申出がないときは、宅地建物取引業法（昭和２７年

法律第１７６号）第６７条第１項の規定によりその免許を取り消

す。

平成１４年４月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８１８号
家畜改良増殖法（昭和２５年法律第２０９号）第１８条及び第３２条の規定により、家畜人工授精師の免許証を次のとおり交付した

。

平成１４年４月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

免 許
番 号

免 許
年 月 日

家 畜
の

種 類
免 許
資 格 本 籍 地 現 住 所 氏 名

生 年 月 日

第１７５７号 平成１４年４月１２日 牛 家畜人工授精
の業務 愛 媛 県 松山市北久米町６３１番地２ 村 越 俊 介

昭和５６年４月２７日

第１７５８号 平成１４年４月１２日 牛 家畜人工授精
の業務 愛 媛 県 大洲市菅田町菅田甲２０４２番地１ 城 戸 利 郎

昭和５４年５月２８日

商号又は名称 氏名又は代表者
の氏名 免許番号 免許年月日

クボタハウジン
グ有限会社 窪 田 耕 三 愛媛県知事�

第３３８４号 平成９年５月１９日
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�愛媛県告示第８２６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３６第１項の

規定に基づき、次のとおり包括外部監査契約を締結した。

平成１４年４月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 包括外部監査契約を締結した者の氏名及び住所

眞鍋 清

松山市歩行町二丁目６番地３ ２０１号

２ 包括外部監査契約の期間の始期

平成１４年４月１日

３ 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要す

る費用の額の算定方法及び支払方法

� 費用の額の算定方法

�愛媛県告示第８２２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年４月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８２３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年４月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８２４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年４月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８２５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局宇和土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年４月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大洲野村線
東宇和郡野村町大字高瀬２０５９番地先から

同大字２０２５番１地先まで

旧 ４．４～１０．０ ０．２２７

新 １３．０～２９．０ ０．２２７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲野村線
東宇和郡野村町大字高瀬２０５９番地先から

同大字２０２５番１地先まで
平成１４年４月１２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和野村線
東宇和郡宇和町大字明間５６８番２から

同大字１００１番まで

旧 ７．８～１０．７ ０．０５５

新 １１．３～１７．６ ０．０５５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和野村線
東宇和郡宇和町大字明間５６８番２から

同大字１００１番まで
平成１４年４月１２日
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基本費用の額並びに執務費用及び実費の額の合算

� 費用の支払方法

執務費用及び実費に相当する額の範囲内における概算

払並びに監査の結果に関する報告に基づく支払

�������
�公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛統一労働組合執行委員長大野久から次のとお

り争議行為を行う旨の通知が平成１４年４月１日あったので公

表する。

平成１４年４月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 事件 平成１４年度賃金引き上げ・その他

２ 日時 平成１４年４月１５日正午から本問題が解決に至るま

での期間

３ 場所 財団法人正光会今治病院

（今治市高市甲７８６－１３）

財団法人正光会宇和島病院

（宇和島市柿原１２８０番地）

４ 概要 前記記載の場所において、あらゆる形の争議行為

を単独又は併用して実施する。

�愛媛県選挙管理委員会告示第９号
公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第５５条第２項及

び第３項第２号（他の法令において準用され、又は例による

こととされている場合を含む。）の規定により不在者投票の

できる病院として指定したもののうち、清和病院について、

次のとおり名称の変更があった。

平成１４年４月１２日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１４年４月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

公 告

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１４年３月２９日 特定非営利活動法人
えひめＮＰＯセンター 菊 池 修 松山市朝美二丁目３番２１号 本法人は、特定非営利活動をはじめとする

非営利の活動を行う団体に対して、その運
営や活動に関する助言等、これらの団体が
必要とする支援を行い、また非営利団体と
行政、企業との連携をはかりつつ、行政、
企業に対する提言をも行うことにより、市
民社会の形成に寄与することを目的とする
。

選挙管理委員会告示

区 分 名 称

変 更 前 清和病院

変 更 後 和ホスピタル

平成１４年４月１２日 印刷
平成１４年４月１２日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円５０４
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